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①

遺言でき6と上

Q:遺言にはどんなことでも書けるのでし

ようか。

ユヘ：遺言に書いておけば、自分の死んだ後、

その望みをかなえてくれるわけですが、どん

な望みでもかなえてくれるわけではありませ

ん。例えば、家族仲良く暮らすようにといっ

た遺言は、法律上の遺言とは違うのです。

法律で効力が認められている遺言事項は次

の事項です。

(1)身分関係

①認知

②未成年者の後見人、後見監督人の指定

(2)財産関係

①遺贈

②財団法人設立のための寄付行為

③信託の設定

(3)相続関係

①相続人の廃除及びその取消

②相続分の指定及び指定の委託

③遺産分割方法の指定及び指定の委託

④特別受益の持ち戻しの免除

⑤5年以内の遺産分割の禁止

⑥共同相.続人間の担保責任の指定

⑦遺贈の減殺方法の指定

⑧遺言執行者の指定及び指定の委託

⑨生命保険金の受取人の指定、変更

⑩祭祁主宰者の指定

ろ
づ
値
う
〔I

、〈


